
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

海老名市では、市内で操業する中小企業・個人事業主の皆様が持続

的に発展されることを目的に補助金制度を実施しています。  

  

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

ＩＳＯ等認証取得事業  
ＩＳＯ等 （9000 シリーズ・14001）、エコア

クション 21、エコステージ、ＫＥＳの認証取

得を支援します。  

 人材育成事業  
地方公共団体及び公益法人が主催

する研修等への参加を支援します。  

依頼試験等実施事業  
神奈川県立産業技術総合研究所へ

の依頼試験等の実施を支援します。  

 

展示会等出展事業  
製品 ・技術 ＰＲのための、展示会出展

（オンラインを含む）を支援します。  

 

産業財産権取得事業  
 産業財産権 (特許 ・実用新案 ・意匠 ・

商標 )の取得を支援します。  

環境施設設置事業  
 Ｌ ＥＤ照 明 、業 務 用 生 ごみ処 理 機 な

ど、環境施設の設置を支援します。 

申請に際しては、経済環境部商工課（046-235-4843）までご相談ください。  

申込期限や事務手続き等について、ご案内いたします。  

 

生産性向上等の設備導入事業 
 生産性向上 ・合理化等のための加工

等の機械器具装置及び生産補助設備

の導入にかかる費用を支援します。  

求人広告掲載事業  
 広告媒体に従業員の募集を目的とし

た記事を掲載する費用を支援します。  

がんばる中小企業・個人事業主の皆様を応援します！  

ホームページ制作・  
リニューアル事業  

 ホームページの制作又はリニューアル

の委託に要する費用を支援します。  

予算の限り先着順でお申し込みを受け付けます‼  
※予算の上限に達し次第、受付終了となります。  
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※補助金制度の内容やエントリー  

用紙は市ホームページでもご覧  

いただけます。  



「海老名市中小企業振興支援事業」の概要について  

※補助金の申請は、年度内に１回のみ可能 。  

※環境施設設置事業について、過去に補助金交付を受けた施設 と同種の施設で申請する場合は、直近

で交付を受けた年度 （当該年度を含む）から５年度が経過していれば再度の申請が可能 。また、「業務用

生ごみ処理機 」の設置補助のみ、同一年度内に他の支援 メニューとの併用 が可能  

※ホームページ制作 ・リニューアル事業については、直近で交付を受けた年度 （当該年度を含む）から３年度

が経過していれば再度の申請が可能 。  

 

 

 

支援メニュー  補  助  金  額  

ホームページ制作・ 

リニューアル事業 

ホームページの制作又はリニューアルの委託 に要 する費用の

1/2（上限 ：15 万円 ）  

求 人 広 告 掲 載 事 業 
広告掲載料の 1/2（上限 ：10 万円 ）  

※１回の契約額とし、記事の掲載回数及び期間は問わない  

展 示 会 等 出 展 事 業 
展示会等出展に要する出展料 、会場設営費等の費用の 1/2

（上限 ：20 万円 ）    【NEW】  令和６年度から補助金額を増額   

生産性向上等の設備導入事業 

50 万円  ※総事業費 1 ,000 万円以上  

20 万円  ※総事業費 500 万円以上 1 ,000 万円未満  

10 万円  ※総事業費 200 万円以上 500 万円未満  

【NEW】  令和６年１月からの新規支援メニュー   

産 業 財 産 権 取 得 事 業 
産業財産権の取得に要する費用 （特許庁や弁理士等に支払う

費用 ）の 1/2（上限 ：10 万円 ）  

環

境

施

設

設

置  

事

業  

（L E D 照 明 設 備）  
1 施設につき 20 万円  

※総事業費 50 万円以上のものに限る  

（業務用生ごみ処理機）  
設置に要する費用 （購入及び施工費用 ）の 3/4（上限 ：100 万

円 ）  ※総事業費 50 万円以上のものに限る  

（雨 水 活 用 施 設）  １施設につき 50 万円 (有効貯水量 10 立方メートル以上 )  

（太陽光発電施設）  １施設につき 40 万円 (発電能力 10 キロワット以上 )  

（風 力 発 電 施 設）  １キロワットにつき３万円 （上限 ：50 万円 ）  

（屋 上 緑 化）  次のいずれか低い方の額 （上限 ：100 万円）  

（１）屋上緑化した面積１㎡当たり２万円を乗じて得た額若しくは

壁面緑化１㎡当たり５千円を乗じて得た額（又は合計額 ）  

（２）緑化に要した費用の 1/2 の額  （壁 面 緑 化）  

依 頼 試 験 等 実 施 事 業 
依頼試験や機器使用に要する手数料 ・使用料の 1/2 

（上限 ：10 万円 ）  

人 材 育 成 事 業 研修等の受講料の 1/2（上限 ：５万円 ）  

Ｉ Ｓ Ｏ 等 認 証 取 得 事 業 
認 証 取 得 に要 する費 用 の 1/2 （ ISO ・ Ｊ Ｉ ＳＱ （ 9000 シリーズ・

14001））は上限 50 万円、エコアクション 21・エコステージ・ＫＥＳ

は上限 20 万円 ）  

補  助  対  象  者  

市内で操業している中小企業者 （個人事業主を含む）及び中小企業者で構成する団体で、以

下の要件を全て満たすもの。  

◆納期限の到来した市税を完納していること。  

◆市内において１年以上継続して同一事業を行っていること。  
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